
徳
島
県
告
示
第
四
十
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
意
見
の
概
要
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
徳
島
北
島
店

板
野
郡
北
島
町
北
村
字
新
川
屋
八
番
一
ほ
か

二

法
第
八
条
第
二
項
の
意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
告
示

令
和
七
年
徳
島
県
告
示
第
三
百
六
十
五
号
（
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ

た
件
）

三

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要

１

歩
行
者
の
通
行
の
利
便
の
確
保
等

店
舗
北
側
の
道
路
が
小
学
校
の
通
学
路
で
あ
り
、
道
幅
も
狭
く
、
店
舗
利
用
集
中
時
と
通
学
時
間

帯
が
合
致
し
て
お
り
、
事
故
の
危
険
性
が
高
ま
る
。
ま
た
、
北
側
出
入
口
よ
り
西
側
の
町
道
五
○
三

四
号
線
の
道
幅
が
よ
り
狭
い
上
に
、
農
業
用
水
路
も
あ
る
た
め
、
通
学
の
安
全
確
保
面
で
問
題
が
あ

る
。
北
側
出
入
口
の
設
置
の
取
り
や
め
、
混
雑
緩
和
の
た
め
の
東
側
出
入
口
の
追
加
等
を
お
願
い
し

た
い
。

２

防
災
・
防
犯
対
策
へ
の
協
力

北
側
出
入
口
か
ら
車
両
が
退
店
す
る
際
に
、
出
入
口
前
の
住
宅
に
視
線
が
向
か
い
、
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
が
損
な
わ
れ
る
た
め
、
目
隠
し
柵
な
ど
を
設
置
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

敷
地
北
側
に
柵
な
ど
を
設
置
し
な
い
場
合
、
北
側
の
住
居
へ
の
不
法
侵
入
や
器
物
損
壊
や
車
上
ね

ら
い
等
の
危
険
性
が
あ
る
。

駐
車
場
全
体
と
そ
の
周
辺
が
映
る
よ
う
な
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
を
お
願
い
し
た
い
。

店
舗
敷
地
か
ら
近
隣
住
居
内
が
見
え
な
い
よ
う
に
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
面
で
十
分
な
配
慮
を
頂
き

た
い
。

３

騒
音
の
発
生
に
係
る
事
項

夜
間
の
騒
音
や
若
者
の
集
ま
り
等
に
よ
り
、
生
活
環
境
に
影
響
が
出
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。

騒
音
及
び
照
明
に
よ
る
光
害
が
懸
念
さ
れ
る
た
め
、
営
業
時
間
を
午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

４

街
並
み
づ
く
り
等
へ
の
配
慮
等

北
側
出
入
口
か
ら
退
店
す
る
車
両
の
前
照
灯
が
、
出
入
口
前
の
住
宅
を
照
ら
し
、
夜
間
の
生
活
や

睡
眠
へ
の
影
響
が
懸
念
さ
れ
る
。
ま
た
、
昼
間
に
お
い
て
も
、
遮
光
カ
ー
テ
ン
を
閉
じ
た
状
態
に
せ

ざ
る
を
得
な
い
状
態
と
な
り
、
精
神
的
に
も
苦
痛
を
感
じ
る
た
め
、
北
側
出
入
口
の
設
置
を
取
り
や

め
て
い
た
だ
き
た
い
。

案
内
標
識
の
光
に
よ
り
睡
眠
が
妨
害
さ
れ
か
ね
な
い
上
に
、
災
害
で
住
宅
地
に
向
か
っ
て
倒
れ
る

恐
れ
が
あ
る
た
め
、
設
置
位
置
を
見
直
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

住
居
の
前
に
店
舗
が
建
つ
こ
と
で
、
眺
望
が
遮
ら
れ
る
上
に
、
風
通
し
や
日
照
が
悪
化
す
る
恐
れ

が
あ
る
。



町
道
五
○
三
三
号
線
と
県
道
徳
島
鳴
門
線
と
の
合
流
箇
所
に
道
路
反
射
鏡
を
設
置
い
た
だ
き
た
い

。

四

意
見
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

１

縦
覧
の
場
所

徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
及
び
北
島
町
ま
ち
み
ら
い
課

２

縦
覧
の
期
間

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
三
日
ま
で


